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http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/01_kasen/06_iinkai/ryuiki/ooi_seibi.html

【河川に関し学識経験を
有する者の意見聴取】

《河川法第16条の2第3項》

【関係知事の意見聴取】
＜河川法第１６条の２

第５項＞

県知事意見聴取

整備計画
（案）

行政よりの事前意見聴取
・静岡県よりの聴きとり
・沿川市町よりの聴きとり

大井川流域委員会

 

（学識経験者）

流域住民への広報広聴

・事務所HPや広報誌を活用した意見募集

・沿川市町でのアンケート
・住民への聞き取り
・河川利用者等からの意見聴取

【関係住民の意見を反映
させるために必要な措置】

＜河川法第１６条の２第４項＞

流域住民への広報広聴
・住民意見交換会
（島田市、吉田町、焼津市（藤
枝市含む）、川根本町）

・縦覧（市町村、県庁及び出先機
関、長島ダム管理所、静岡河川
事務所）

・パブリックコメント
（事務所HP「インターネット」）

【予定】

整備計画
（原案）現状と課題整理

整備計画
（素案）

整理
反映

現時点

第5回 大井川
流域委員会
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○住民等の意見についてご説明いたします。3-1ページで整備計画策定までの概ねの行程を示しており、左から右に向かって時間が進んで参ります。
　現在は一番左のステップ１の段階で、流域住民の意見や行政等の意見を集約しつつ現状と課題の整理を行っています。
　その後、引き続き流域住民の意見や行政等の意見を集約して整備計画の素案、原案、案を作成し、最終的に整備計画を中部地方整備局において策定いたします。
　

http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukawa/01_kasen/06_iinkai/ryuiki/ooi_seibi.html


今後の予定

大井川水系河川整備計画 （原案） の提示

■大井川水系河川整備計画 （原案） に対する意見聴取

第5回大井川流域委員会

住民意見交換会開催（島田市・吉田町・焼津市（藤枝市含む）・川根本町）

インターネット・はがき等による意見聴取

縦覧（市町村、県庁及び出先機関、長島ダム管理所、静岡河川事務所）

〈河川法第16条の2第4項〉

〈河川法第16条の2第3項〉

3月15日開催

3月16日～6月20日予定

5月24日～27日開催予定

大井川水系河川整備計画 （案） の作成

関係知事の意見聴取〈河川法第16条の2第5項〉
関係機関連絡調整・協議（関係省庁）

大井川水系河川整備計画

 
策定

第6回大井川流域委員会

 

策定の報告

委員と住民意見に対する回答（HPでの公表）

第5回 大井川
流域委員会
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